
1 
 

 

 

 

 

 

事 業 報 告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年度 

 

2021 年 4 月 1 日から 

2021 年 6 月 9 日まで 

 

 

 

 

 

一般財団法人国際医学研究振興財団 

 

  



2 
 

Ⅰ 事業概要 
当財団は、2019 年 4 月 8 日に、医学に関連する先端的研究を奨励することにより、医学医

療の振興を図り、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として設立された。 

この目的を達成するための事業として、本年度は 2020 年度に引き続き、海外留学助成及び

国際シンポジウム助成を実施した。 

なお、当財団は、2021 年 6 月 10 日付をもって、一般財団法人から公益財団法人に移行し

た。 

 

１．海外留学助成事業 

一般財団法人としての 2021 年 4 月 1 日から 6 月 9 日までの間において、2021 年度の募集

要項を以下のとおり決定した。 

助成対象者は 40 歳未満の研究者（女性の場合は 45 歳未満）とし、助成予定件数は 5 件、

助成予定額は 1 件 1 年当たり最大 250 万円、これを 2 年間支給することとした。また、助成

の応募にあたっては、所属機関の⾧の推薦書を要するものとした。 

応募は、専用の Web 申請システムを用い、2021 年 6 月 15 日から 7 月 23 日までの期間に

受け付けた後、学術委員による書類審査を行い、理事面接を経て理事会決議により助成対象

者を決定することとした。 

なお、2021 年 4 月 1 日から 6 月 9 日までの間において助成金の支給はなかった。 

 

２．国際シンポジウム助成事業 

2021 年 4 月 1 日から 6 月 9 日までの間において、2021 年度の募集要項を以下のとおり決

定した。 

助成対象者は、国内の大学または研究施設などに所属する医学研究者、かつ国際シンポジ

ウムの開催責任者（主宰者）とし、助成予定件数は１件、助成予定額は 300 万円とした。ま

た、国内で単独で行われる国際会議を対象とし、学術集会の定例的な年会や季会などは対象

外とした。 

応募は、専用の Web 申請システムを用い、2021 年 8 月 2 日から 12 月 10 日までの期間に

受け付けた後、学術委員による書類審査を行い、理事会決議により助成対象者を決定するこ

ととした。 

なお、2021 年 4 月 1 日から 6 月 9 日までの間において助成金の支給はなかった。 

 

３. 学術委員会 

2021 年 4 月 1 日から 6 月 9 日までの間に開催はなかった。 
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Ⅱ 法人管理 
 

理事会及び評議員会の開催経過 

第8回臨時理事会 

2021年4月9日 

（決議の省略の方法

による開催） 

理事総数7名 

監事総数2名 

全員の同意 

 2020年度第2次補正予算案の承認 

 2021年度第1次補正予算案の承認 

第9回定例理事会 

2021年5月20日 

（Web開催） 

理事総数7名 

理事出席7名 

監事出席2名 

 2020年度事業報告及び附属明細書の承認 

 2020年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減

計算書）及び附属明細書の承認 

 理事候補者の選出 

 第４回定時評議員会の招集の決定 

 2021年度海外留学助成の募集要項の承認 

 2021年度国際シンポジウム助成の募集要項の承

認 

 公益認定申請状況の報告 

 理事⾧及び業務執行理事の職務の執行状祝の報

告 

第10回臨時理事会 

2021年6月1日 

（決議の省略の方法

による開催） 

理事総数7名 

監事総数2名 

全員の同意 

 学術委員の選任 

第11回臨時理事会 

2021年6月4日 

（決議の省略の方法

による開催） 

理事総数7名 

監事総数2名 

全員の同意 

 理事⾧（代表理事）１名の選定 

 業務執行理事２名の選定 

第4回定時評議員会 

2021年6月4日 

（Web開催） 

評議員総数6名 

評議員出席6名 

監事出席2名 

 2020年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減

計算書)及び附属明細書の承認 

 理事の選任 

 2020年度事業報告及び附属明細書の報告 

 2021年度事業計画及び2021年度第1次補正予算案

の報告 

 公益認定申請状況の報告 
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附 属 明 細 書 
 

 

一般財団法人国際医学研究振興財団 

 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 34 条第 3 項に規定する、事業報

告の内容を補足する重要な事項は該当がないため、附属明細書の記載を省略する。 

 

 




